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戦前期兼松の豪州支店在勤者

藤 村 聡

外国貿易を主要業務にする商社にとって,海 外拠点の人事管理は最重要事項の一

つである。しかし従来の研究では戦前期商社に関するそうした分析は決して豊富で

はなく,海 外勤務員の実態は不明な部分が少なくない。そこで本稿では貿易商社兼

松を題材に,1890(明 治23)年 に開設された同社のシドニー支店の在籍者の動向を

分析 した。その結果,海 外支店に高学歴者が集中配置された形跡はなく,国 内外の

各本支店間で学卒者はバランス良く配置されたことや,明 治期には豪州永住者が支

店運営の主柱であったが,大 正期以降は日本から派遣され再び日本に帰国する中長

期の駐在員が中心になり,さ らに昭和期には短期渡豪者も増加 して在籍者の構成は

多様になったこと,ま た20歳代の若年渡豪者の多くは豪州での長期訓練が主目的で

あるのに対し,30歳 代以上の渡豪者は専ら日豪間の情報共有目的の短期滞在であっ

たことなどの観察結果を得た。

キ ー ワー ド 兼松 史料,人 事 管理,海 外駐 在員

1初 め に

これまでの研究史では,企 業活動における海外支店の売上や利益の推移に関する考察は進

め られているものの,海 外支店の人的構成や駐在員の勤務形態に関する分析,即 ち海外支店

はどのような人員で構成され,日 本か ら海外の営業拠点に派遣された社員は如何なる形態で

勤務 していたのかという観点に立脚 した分析は,資 料的制約か ら充分に蓄積 されたとは言え

ない。また戦前期の豪州(オ ース トラリア)に おける日本企業の研究 も,欧 米やアジア地域

に比較すれば少数である。

そこで本稿では兼松の創業から第二次大戦直前までの海外勤務員を対象に,戦 前期企業 に

おける海外勤務の実態を解明 したい。兼松の海外支店や海外勤務に関す る検討はこれまで行

っていないので,ま ずは同社の最重要の海外営業拠点であった シドニー支店(豪 州兼松)の

沿革を整理 し,海 外勤務員の実態を解明する一端 として同支店在籍者の人員数 ・年齢 ・学歴

・駐在年数などの数的把握を課題にす る。なお本稿の対象は日本人在籍者に限定 し,人 数的

には日本人を上回ったオース トラリア人の在籍者は別稿で扱 うものとする。
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2豪 州における兼松の活動

2.1シ ドニーの日本人社会

1889(明 治22)年,兼 松房治郎は日本入 による豪州(オ ース トラ リア)と の直接貿易を目

的に,貿 易商社兼松商店(現 在の兼松株式会社,以 下では兼松商店 は 「兼松」,創 業者の兼

松房治郎は 「店祖房治郎」と略記する。なお兼松房治郎 は生前は 「房次郎」を通称 し,史 料

原文の引用ではそのように表記 した箇所がある)を 神戸で創業 した。その創業の理念を実現

するため翌年 にはシ ドニー支店を開設 し,創 業の同志 と言うべき北村寅之助を配 して日豪産

品の輸出入業務を開始 した。主要な豪州産品は羊毛 ・牛脂 ・小麦などで,日 本産品は雑貨類

や木綿 ・絹製品が中心であった。

本章では明治～大正期 における豪州の日本人社会 と兼松のシ ドニー支店の沿革を 『兼松商

店史料』の記事 に従 って整理する。まずは豪州における日本人進出を概観 しよう。1879(明

治12)年 に明治政府はメルボル ンの商人A.Marksを 名誉領事に任命 し,こ れは同人が横浜

に居住 していた由縁によるものであった。 しか し日豪両国はなお疎遠であり,よ うや く明治

29年 に豪州北部沿岸のタウンズビルに最初の正規の政府 出先機関 となる領事館を開設 した。

豪州の中心都市であるシ ドニーに領事館が置かれたのは明治30年 になってか らであり,日 豪

貿易の拡大によって同34年 にシ ドニー領事館は総領事館 に格上げされた。

その後,豪 州政府は1901(明 治34)年 に主に中国人移民を念頭にアジア移民制限法を施行

した。この法令は入国制限で入国禁止ではないという建前であったが,入 国者に科 される語

学試験の運用 により,事 実上の入国禁止措置として運用 された。ただ し,す でに豪州 に居住

していた日本人は永住資格が与えられ,さ らに日英同盟の締結(1902年)や 日露戦争の勝利

(1905年)も あ り,豪 州政府は外交官以外にも商業,留 学生,旅 行の目的で入国した日本人

は12ヶ月の滞在を許可 し,や がて12ヶ 月の滞在期間後 も1年 毎の申請時に領事の裏書を要す

るだけの形式的手続きで容易に延長 されるようになった。

シ ドニーに居住す る日本人は二つの集団に区分 される。一つは明治中期までに豪州 に入国

した日本人であり,木 曜島で真珠を採取する潜水漁夫やクィーンズランド州の庶糖栽培に雇

用された農業民などの出稼ぎ労働者である。彼 らの多 くは豪州への永住移民ではな く,契 約

期間内の労働者であった。一時はその人数は数千人規模に達 した ものの,移 民制限法の実施

後に順次 日本 に帰国し,僅 かに残 った者は無資本なが ら永住権を利用 してシ ドニーやその近

郊に南下 して洗濯業やホテル料理人などの職業に就 き,や がて現地に同化 した模様である。

他方,明 治中期以降は兼松や三井物産などの商社員が増加 し,日 豪貿易に携わる集団が形成

された。前者と後者の集団間ではほとんど交流がなかったと言われる。 シドニーには年に数

回ピクニックや晩餐会を催す親睦団体の日本人会が結成され,そ の名簿から1927(昭 和2)
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表1昭 和2年 シドニー日本人会の会員
単位:人

名称 業務取扱品目 加入者数 名称 業務取扱品目 加入者数

帝国総領事館 外交官 4 岩崎実太郎 商工省研究員 1

兼松 羊毛など 14 岩橋辰之助 絹物 1

三井物産 〃 12 保々近藤合名会社 陶器 ・硝子器 1

三菱商事 〃 8 大西金次郎 元兼松取締役 1

日本綿花 羊毛 ・綿織物 6 横浜海上火災保険 保険業 1

横浜正金銀行 金融業 5 中村広吉家 雑業 1

飯田 羊毛 ・絹物 4 野崎商店 金物販売 1

大倉商事 羊毛 ・鉛 4 桑畑秀雄* 食料品販売 1

堀越商会 絹織物 3 山下汽船 海運業 1

野沢組 生羊牛輸出 2 松本覚三郎寧 雑業 1

野沢屋 絹織物 2 北小路巧光 大学講師 1

矢野上甲合名会社 絹物 2 川崎汽船 海運業 1

井手秀 一郎 零 絹物代理店 1 森村商事 陶器 1

年のシドニー在住者の情況を表1に 整理 した。ただし現地 に同化 した前者集団や短期の単独

渡航者の大部分,ま た企業勤務者で も下級社員の多 くは日本人会に加入 しておらず,さ らに

は駐在員の家族もカウン トされていないなど本表には総体 として若干の漏れがあることは否

めない。

表1で は個人資格の加入者以外は団体名と共に加入者数が記載 され,同 年は少な くとも合

計80名 が日本人会に加入 していたことが判明する。 日本人会の会員 は兼松 ・三井物産 ・三菱

商事 ・日本綿花 ・横浜正金銀行 といった諸企業の社員や総領事館員のほか,大 学講師や貿易

商 といった個人 も掲載 され,豪 州兼松の元取締役の大西金次郎 も個人資格で加入 している。

兼松は加入者14名 で在 シ ドニー企業で最多集団であり,つ いで三井物産12名,三 菱商事8名,

日本綿花6名,横 浜正金銀行5名,飯 田及び大倉商事が各4名 と続 く。北小路巧光はシ ドニ

ー大学の日本語講師である。*印 を付 した者は史料で 「残留組」 と表記され,前 者集団の所

属者であった。またシ ドニー以外にもメルボル ンに三井8名 ・兼松4名 ・堀越2名 ・飯田1

名が在勤 していた。

日豪貿易の先駆者で第一人者である兼松は,豪 州に進出した諸企業にとって最大の競争相

手であり,シ ドニー支店か ら神戸本店に宛て られた1920(大 正9)年 の書簡は,そ うした当
1)

時の情況を次のように述べ る。

当地在留同胞 も一時減退せ しが近来又引続 き増加致 し(約 九十名あ り),其 何れもが大

小共に日濠貿易の成功を期 しつ ㌧あるは勿論にして,而 かも日濠貿易成功 を認められん
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には先づ<K>に 勝てと云ふ意気組みにして,自 然我等は罪 もなきに敵視せらるsが 如

き反則なる原象をも来 し兼ま じく,迷 惑千萬に候へ とも,夫 れ丈け又吾人の責の大なる

を想は しむる次第に御座候

即ち大正9年 のシ ドニーには約90名 の日本人が滞在 し,各 社 とも日豪貿易に成功するために

はまず兼松に勝てとライバル心を燃や していると史料は語 り,豪 州における兼松の存在の大

きさが顕れている。兼松は豪州羊毛の取引高において常に首位か,僅 差でそれに近い存在で

あり,大 戦中に政府管理下に置かれていた羊毛が大正9年 に自由取引を許され,日 本向けの

羊毛輸出第一便を兼松が発表 した際には 「市場満場ノ喝采ハ何 ヨリモ他 ノ日本人バイヤー
(ママ)2)
?連 ヲシテ唖然タラシメタル事明ラカニシテ、一痛快事二御座候」 と羊毛競市で豪英人バ

イヤーたちか ら満場の喝采を博 し,他 の 日本企業に対 して大いに面目を施 したという。

豪州在留邦人は企業 の駐在員が大部分であり,そ の人数は豪州貿易の伸縮に左右 されると

ころが大 きか った。例えば兼松 と同 じくシ ドニーに支店を設置 していた横浜の合名会社茂木

商会は帝国蚕糸や第七十四銀行などを傘下に持ち,一 時は茂木帝国と呼ばれるほど多角的に

事業を展開 していたが,大 戦後の反動不況で1920(大 正9)年 に破綻 し,同 社のシ ドニー支

店は閉鎖 されて駐在員全員が帰国 した。豪州に居住 した 日本人の具体的な人数の推移はさだ

かでないが,日 豪貿易は基本的に拡大基調にあり,兼 松のシドニー支店在籍者数 も明治期の

数名から昭和期には30名 を越えるまでになったことを考慮すれば,在 豪 日本人総数 も時期 と

共に増加 したことは間違いないと思われる。

2.2シ ドニー支店(豪 州兼松)と 豪州在勤者

兼松がシ ドニー支店を開設 したのは1890(明 治23)年 で,日 本企業のなかで最 も早い進出

であった。同年4月 にクラレンス街の店舗を賃借 したものの,同 所は二流街区で兼松の体面

に惇 るという判断か ら,翌24年 夏には羊毛取引に至便で一流街区のオッコンネル街のアルバ

ー ト・ビルディングに移 り,同 所が戦前期を通 じて シドニーにおける営業拠点となった。明

治30年 までシ ドニーに日本領事館は設置 されず,兼 松がほとんど唯一の日本企業であったの

で支店員たちは在留邦人の世話や渡豪者の便宜を計 り,あ たか も私設領事館の様相を呈 して

正規の領事館 と誤解する豪州人 もいたといわれる。

開設か らしば らくシドニー支店は小売部を経営 していた。これはシ ドニーで自営 していた

OT夫 妻の小売店を吸収 した ものであり,OT夫 妻やその傭人であった大西金次郎 と豪人女

性の売 り子3名 を雇用 し,日 本か ら輸入 した雑貨類や絹物などを販売 した。 しかし兼松の得

意先 と競合す るので閉鎖が検討されるようにな り,明 治34年 の経営改革の一環で小売店は閉

鎖 されてOTは 解雇された。ただし大西金次郎は引き続いてシ ドニー支店に雇用 され,後 年
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には豪州兼松の取締役に就任 している。1920(大 正9)年 には支社の社屋を約2万9千 ポン

ドで所有者から購入 し,羊 毛試験室や商品見本室と事務所を兼ねた4階 建ての自社 ビルとし

た。

シドニー支店を豪州の現地法人に改組する案は第一次大戦中か ら提起され,大 戦中は豪州

政府はその企業が敵国に属するか否かの判定が困難という理由で外国企業の現地法人化を許

可 しない方針であった。 しか し戦争終結による政治的環境の変化を見て,兼 松は1922(大 正

11)年 に法人設立を申請 し,同 年春にF.Kanematsu(Australia)Ltd.が 発足 した。諸史料で

は神戸本店を頂点とする日本国内の兼松に対 して,現 地法人化後のシ ドニー支店は豪州兼松

と称された(従 って正確には同年以降はシドニー支店ではな く,豪 州兼松 と言 うべきである

が,本 稿では便宜上,煩 雑さを避けて大正11年 以後 もシドニー支店と表現 した箇所がある。

また豪州兼松 と表記 した場合にはシ ドニー本店だけでなく,メ ルボル ンやブリスベ ンなどの

支店人員を含めている)。豪州兼松の取締役は北村寅之助(専 務)・ 大西金次郎 ・守田治平 ・

McElhoneの4名 で構成された。ただ しMcElhoneは シ ドニー市長 という立場を考慮 した暫

定的な任命にすぎず,ま もな く豪州 に長年在勤する守 田治平 とCossの 両名が取締役に加わ

った。1923(大 正12)年 にはメルボル ン支店を設置 し,重 要な羊毛積出港で1～2名 の常駐

員で対応 してきたブリスベンにも1938(昭 和13)年 に支店を開設 して豪州の営業拠点は着 々

と拡張されたが,昭 和10年 以降の兼松は中国における拠点整備に傾注 して,入 店直後の新卒

者 も直ちに天津や新京など中国北東部の各地 に派遣されるようになり,そ の結果,豪 州の人

員増加は鈍化 した。

シ ドニー支店は店祖房治郎 と共に兼松を起こした準創業者と言 うべき北村寅之助[1890年

の支店開設時に25歳]を 中心に運営された。北村は明治31年 に正式にシ ドニー支店支配人に

就 き,1913(大 正2)年 の店祖房治郎の没後は1930(昭 和5)年 の死去まで同人が兼松全体

を統括 した。支店の内部機構は輸入部 と輸出部の2部 制がとられ,大 正後期に輸出部 ・輸入

部 ・会計部になり,ま た輸出部か ら羊毛部が分離 して4部 制に改変 された。

3豪 州在勤者の構成

3.1身 分別構成

兼松全体におけるシ ドニー支店の位置づけを明示すべ く,本 支店別人数を確認 してお こう。
3)

表2か ら本支店別の総人員配置を見 ると,明 治30年 の兼松の在店者は合計25名 で,神 戸本店

が20名,シ ドニー支店が5名 である。日本人以外にシ ドニー支店は小売部が併設 され,豪 人

の女性売 り子3名 等を雇用 していた。東京支店は未開設で配属者はいない。明治34年 は神戸

本店27名,東 京支店5名,シ ドニー支店4名,そ の他5名(徴 兵 ・休職 ・関連会社への出向

・長期海外出張中など。ただし明治34年 の5名 は上海支店員である)の 合計41名 である。こ
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表2本 支店別の在籍者数
単位:人

合計 神戸本店 東京支店 豪州 その他

1897(明 治30)年 25
1

20 5(6)

1901(〃34)年 41 27 5 4(3) 5

1909(大 正元)年 27 17 4 6(6)

1917(〃6)年 56 35 9 11(10) 1

1925(〃14)年 115 72 19 17(23) 7

1932(昭 和7)年 139 92 21 22(30) 4

・日本人の男女在勤者総人数 を表示 してい る。

・「その他」 は徴兵 ・休職 ・関連会社への 出向 ・長期海外 出張中な どである。
・豪州のカ ッコは豪人従業員で あ り,各 年の 「合計」 には加算 していない。

昭和7年 の豪人数 は不明 なの で翌年 の豪人数を記載 した。

表3大 正14年の身分別在籍者数
単位:人

区分 総数
1

神戸本店 東京支店 豪州 その他

取 締 役 4 2 1 1

監 査 役 2 2

店 員 76 45 13 16 2

店 員 待 遇 1 1

見 習 員 3 1 2

雇 員 10 6 1 3

給 仕 11 10 1

倉 庫 員 1 1

女 子 職 員 5 3 2

雇 2 1 1

豪 人 男 子 (17) (17)
〃 女 子 (6)

.
(6)

,

合計 115 72 19 17(23) 7

・「合 計」 には豪人在店者は加算 して いない。

の頃の兼松は積極的に蚕糸取引や中国貿易に乗 り出 しており,創 業期最大の人員数に膨脹 し

た時期である。ただ し同年春には恐慌襲来で経営は破綻寸前に陥 り,大 リス トラを断行 して
4)

在店者は一挙 に半減された。その後の在店者数は少数で推移 し,大 正元年 に至 っても合計27

名に留まり,シ ドニー支店の日本人在籍者 も明治期 には数名程度であった。在店者数が増加

に転 じたのは大正3年 の第一次世界大戦の勃発以降であり,大 正6年 には合計56名(シ ドニ

ー支店11名) ,同14年 に115名(同17名),昭 和7年 には合計139名 で神戸本店92名,東 京支店

21名,豪 州兼松22名,そ の他4名 という構成であった。 シドニー支店(豪 州兼松)の 人数は

神戸本店よ りは少なく東京支店と同水準であったが,豪 人従業員を含めると東京支店の倍以

上の人数になる。

さらに詳 しく1925(大 正14)年 の名簿か ら在店者 の身分別内訳を表3に 示 した。 日本人在
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店者総数は115名(ほ かに豪人在店者が23名)で あ り,同 年の神戸本店の在店者は72名,東

京支店19名,豪 州兼松17名,そ のほか関連会社に出向や徴兵中の者が7名 という構成であっ

た。神戸本店の大きさが目立つ ものの,業 務の中核 になる店員は神戸本店45名,東 京支店13

名,豪 州兼松16名 でその差はかなり縮小する。神戸本店の人数にはタイピス トや電話交換手

などの女子職員3名 や見習員 ・雇員 ・給仕といった若年在店者17名 を含むほか,店 員45名 の

うち12名 は同年1月 に店員に昇格 したばか りであり,神 戸本店は若年者の教育拠点で もあっ

たために大人数であった。豪州兼松には日本人の女子職員や20歳未満の男子年少者 はおらず,

名簿ではBoyと 表記され る豪人の男子年少者が雑務を担い,ま た豪人女子職員 もタイ ピス

トや電話交換手 として在勤 した。

3.2学 歴の影響

日豪貿易を本業とする兼松にとって,豪 州は生命線であったといって も過言ではない。そ

れでは豪州にはどのような人材が配置 されていたのか。学歴の観点か らシ ドニー支店を観察

しよう。

開設初頭にシ ドニー支店に在籍 した北村寅之助 ・大西金次郎 ・OT・OEは 年少期が学制

確立以前の幕末維新期で もあり,い ずれ も正規の教育課程は修了 していない。 シ ドニー支店

開設 と同時に赴任 したMMは 高等商業学校(東 京高商)の 新卒者であるが,例 外的な存在に

すぎず,ま た同人は同26年 に将来への失望か ら日本に帰国し兼松を退店 した。

明治20年 代 は兼松全体でも他に学卒者 はおらず,商 業学校の卒業者が散見される程度であ

る。 しかし明治30年 以降は学卒者を含めて中等以上の教育課程修了者の入店が増加 し,シ ド

ニー支店に明治31年 に転勤 したMKは 長崎商業学校の卒業であ り,ま た同40年 には高等商業

学校(東 京高商)卒 業の学卒者前田卯之助 と大阪商業学校卒業のSRが シドニー支店に配属

された。1910(明 治43)年 のシドニー支店在勤者7名 の内訳は,北 村寅之助 ・大西金次郎 ・

守田治平 ・広戸茂吉 ・前田卯之助 ・SR・IKで あり,こ のうち学卒者は前田と広戸の2名,

SRとIKは 大阪商業学校,北 村 ・大西 ・守 田は無学歴であった。明治期は学卒者 自体が少

数で,そ の異動によって本支店間の構成比率 は大きく動 くものの,異 動は本支店間で流動的

であり,一 箇所に学卒者が滞留 している様相 は見 られない。

大正 ・昭和期について,業 務の中核である店員を対象に1925(大 正14)年 と1932(昭 和7)

年における本支店の学歴別の店員構成を表4に 整理 した。本表によれば,大 正14年 の神戸本

店 ・東京支店 ・豪州兼松の店員で学卒者が占める割合は,神 戸本店は店員45名 中で学卒者は

29名 を しめてその比率は64%,東 京支店 は13名 中10名 で77%,シ ドニー支店は16名 中10名 で

63%で あ り,昭 和7年 でも65%,73%,72%で あった。この数値を見 る限 りでは神戸本店 ・

東京支店 ・豪州兼松の間にそれほどの違 いは認められず,ま た時期的な変化 もな く,学 卒者
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表4店 員の学歴別構成
単位:人

学歴別人数
1925(大 正14)年

1

1932(昭 和7)年

神戸本店
1

東京支店 豪州兼松 神戸本店
.

東京支店 豪州兼松

学 卒 者

商 業 学 校

無 学 歴

29

12

4

10

2

1

10

2

4

29

8

8

8

1

2

13

4

1

合 計 数 45 13 16 45 11 18

・「無学歴」 は専 ら小学校卒業 の給仕 出身者 であ る。

は3店 でバランス良 く配分されている。

創業から昭和10年 まで豪州在籍者の総数88名 を学歴別集団に分解すると,豪 州に赴任 した

学卒者は57名 であり,兼 松に入店 した学卒者総数は約160名 であったから学卒者全体の約3

割が豪州に派遣されたことになる。ただ し同様に商業学校卒業者 ・給仕出身者(20歳 前の早

期退店者は除 く)・無学歴者 はそれぞれ約2割 であり,学 卒者集団の豪州赴任率が比較的高

いものの,学 卒者集団 とその他の集団間で隔絶 した差異が生 じているわけではなかった。
一見すれば海外勤務には国内勤務以上 に高い語学能力や ビジネスの手腕が要求され

,海 外

支店には学卒者が集中配置 されていたようにも予感 されるが,兼 松では海外の営業拠点だか
5)らと

いってシドニー支店を学卒者で固めたわけではなかった。これは学歴差別を認めず,能

力のある者を店員に昇格させ,適 材適所 に配置するという同社の伝統的方針に沿 ったもので

あり,店 祖房治郎の没後,シ ドニー支店から兼松全体を統括 した筆頭取締役の北村寅之助は,
6)

1914(大 正3)年 の神戸本店宛の書簡で次のように申し送 った。

中学卒業生程度の者 ヲニ三年,ウ ント御仕込被遊候御見込之由,是 も御同感二御座候,

按する二商業出の高等尋常程度,中 学校程度,借 は赤門出の先生二ても,実 際役二立つ

人物ハ暁星の如 し,殊 二海外貿易業向キの如き二於ては一層二御座候

即 ち,神 戸本店が中学校卒業程度の若年者を充分に訓練する方針をとっていることに賛意を

表すると共に,海 外貿易業の適任者は少数であり,学 歴は関係ないと断言する。同様に 「学

校出の男 も必用二候得共、雑貨屋杯ニハ(外 の課ニテモ格別変 リハナケレ共)中 学卒業程度
7)

の小僧 より叩キ上ケタル青年 も却テ役二立ツ様存候」 と部署によっては若年か らの叩き上げ

が望ましいとも述べてお り,こ うした学卒者の有用性は認めつつ も学歴に偏重 しない方針が,

バランスの良い人員配置の底流にあったと考え られる。

1933(昭 和8)年 に神戸本店から豪州に転勤になった雇員OK[神 戸商業学校卒業,転 勤

時23歳]は 柔道初段の健康体で英語 に堪能であ り,性 格は沈着にして研究心に富む という高
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表5シ ドニー支店員の年齢構成
単位:人

年 合計 20歳 代 30歳 代 40歳 代 50歳 ～ 不明

1890(明 治23)年 3

1

2 1

1895(〃28) 4 1 1 2

1900(〃33) 4 1 2 1

1905(〃38) 3 1 1 1

1910(〃43) 7 2 4 1

1915(大 正4) 12 2 7 2 1

1920(〃9) 13 5 5 2 1

1925(〃14) 19 9 5 4 1

1930(昭 和5) 28 4 17 6 1

1935(〃10) 33 11 17 3 2

い評価を受け,そ れが豪州転勤の選抜理由になっていた。判断材料に健康が挙げられている

のは豪州在籍者で病気で帰国を余儀な くされる者が少なくなかったか らであ り,支 店開設以

来の豪州在籍者総数88名 のうち,少 な くとも11名の帰国理由は病気であったことが確認 され,

1割 以上の者が病気で豪州を去 っている。1819(大 正8)年 に豪州に転勤 し,シ ドニー支店

で電信係担当の店員MKは 仕事が激務で早出晩退が続いて休 日はな く,し かもアル コールを

摂 ることが過度であったために健康が著 しく悪化 し,豪 州内での転地療養 も効果がなかった

ので,遂 に1927(昭 和2)年 に在豪9年 で日本への帰国を命 じられるにいたった。大正4年

に豪州赴任者を選考するに際 して,北 村寅之助は赴任者の第一条件に 「身体健康ニシテ後顧

の憂ナキ者」と健康良好を挙げてお り,場 合 によっては海外勤務では健康問題は学歴よりも

優先事項であった。

3.3年 齢別の構成

シ ドニー支店在籍者の年齢別構成を見 ると,明 治後期における豪州赴任者15名(後 出の表

6参 照)の 赴任年齢の内訳は,10歳 代は永住者の大西金次郎1名,20歳 代5名,30歳 代5名,

40歳 代1名,不 明3名 という構成であった。20歳 代は北村のほかは豪州で採用 された大西 ・

守 田 。広戸など専 ら永住者であ り,日 本か ら赴任 した者は30歳 代が中心で,こ れは即戦力 と

して赴任直後から支店業務を担うことを期待 していたためと考え られる。 シドニー支店(豪

州兼松)の 在籍者を年齢別に区分 した表5に よれば,例 えば明治38年 の在籍者3名 の内訳は

20歳代1名 ・30歳代1名 ・40歳代1名 という構成で,具 体的には20歳 代は守田,30歳 代は大

西,40歳 代は北村であった。永住者の北村 ・大西 ・守田 ・広戸以外は,明 治期 に日本か ら20

歳代で赴任 したのは明治23年 のMMと 同44年 のKYの2名 だけである。

しか し大正中期からは日本か らシ ドニーに派遣 される若年者が増加 した。大正3年 から同
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14年 までの赴任者27名 では20歳 代13名,30歳 代11名,40歳 代3名 で20歳代が最多数にな り,

20歳代の若年者は後述のように豪州の滞在期間が30～40歳 代よりも長 く,そ のため表5で 見

るように大正9年 の構成は20歳 代5名 ・30歳代5名 ・40歳代2名 ・50歳以上1名 となり,同

14年 には20歳代が9名 で最大集団になっている。20歳 代の赴任者は店員昇格以前の者が多 く,

後年には1933(昭 和8)年4月 に東京商大を卒業 したばかりで同年9月 に豪州に転勤 となっ

た見習員ISの ような者 も含まれる。

1915(大 正4)年 に北村寅之助は神戸本店 に,イ ンボイスや荷物の出入等の簿記を担当す

る若年者のシ ドニー転勤を要請 した。若年者を希望する理由には,仕 事の内容が比較的簡単

であり,ま た高齢者 よりも人件費が安 く済むという利点以外に,

日本二於ケル親子の関係の為メ折角修業 中の者を帰朝セシムルノ無止場合二出会候よ り

は,五 年か十年当地二永住スルモ,亦 タ萬一病死ノ不幸二遭遇スルモ,親 元二格別の故

障ナキ者を撰 ミ,下 等船客二て御派遣被下候ハ 、,此 方二て大二仕込 ミ申度精神二御座

候

8)
と説明した。北村は豪州での長期訓練を念頭 に,在 豪中に不慮の事故に遭遇 しようとも,あ

るいは5年 や10年,さ らには永住 して も日本の親元家族に支障がないような若年者が望まし

いと述べ,北 村自身が入店を世話 した24歳 の準店員SIを 指名 し,そ の要請を受けて神戸本

店は同人をシ ドニーに転勤させた。 ここでは豪州の事情を熟知する人員を育成すべ く若年者

の長期的養成に主眼を置いており,神 戸本店のみならず,シ ドニー支店 も教育拠点 として稼

働を開始 したと言える。

派遣員の年齢は明治中期か ら大正初年には即戦力となる30歳 代が中心であり,大 戦後の戦

間期には現地訓練型の20歳 代が増加 し,支 店人員は大正末年には20歳 代が大部分を占めた。

もちろん20歳 代の全員が長期的養成 目的 というわけではないが,後 述の在勤期間の分析で明

らかにするように若年者の多 くは長期の派遣であった。彼等の相当数はそのまま豪州に在勤

し,さ らに昭和2～10年 の赴任者46名 では20歳代18名,30歳 代24名,40歳 代4名 となり,30

歳代の短期在勤者が大幅に増加 した結果,昭 和5年 以降の在籍者構成は再び30歳 代が最大集

団にな った。

また シドニー支店(豪 州兼松)の 最高齢者は常に北村寅之助であったことは興味深い。神

戸本店に北村 よりも高齢の者がいてもシ ドニーに赴任する者は必ず北村よりも年下であり,

支店開設時に25歳であった北村は1930(昭 和5)年 に享年65歳 で没するまで在豪州者の中で

最高齢の位置を維持 した。昭和期に北村から豪州兼松の指揮を引き継いだ広戸茂吉取締役 も

同様に在豪州者では最高齢であり,こ れ らは店内秩序という点から年齢の有効性を示 してい
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表6赴 任年を基準にした在籍年数
単位:人

年 赴任者
1

永住 長期 1～4年 5～9年

1890(明 治23) ,年 3

1

2 1

1891(〃24) 2 2

1897(〃30) 1 1

1898(〃31) 2 2

1902(〃35) 1 1

1903(〃36) 1 1

1907(〃40) 2 1 1

1908(〃41) 1 1

1910(〃43) 1 1

1911(〃44) 1 1

1914(大 正3) 1 1

1915(〃4) 5 1 2 2

1917(〃6) 4 2 1 1

1918(〃7) 1 1

1919(〃8) 1 1

1920(〃9) 1 1

1921(〃10) 4 1 2 1

1922(〃11) 2 2

1923(〃12) 3 1 2

1924(〃13) 3 1 2

1925(〃14) 2 1 1

1927(昭 和2) 4 2 2

1928(〃3) 4 4

1929(〃4) 5 4 1

1930(〃5) 3 3

1931(〃6) 7 3 4(1)

1932(〃7) 6 1 5(2)

1933(〃8) 7 4 3(2)

1934(〃9) 6 2 4(3)

1935(〃10) 4 3 1(1)

るの か も しれ な い。

3.4勤 務期間の変化

本節では1890(明 治23)年 か ら1935(昭 和10)年 まで,豪 州在籍者の在勤年数を二つの視

点から分析する。その一つは豪州への赴任年を基準に各員の赴任後の在勤年数を提示 し,も

う一つでは各年におけるシ ドニー支店在籍者の過去と将来を含めた在勤年数を整理 した。い

ずれも支店在籍者の異動サイクルという観点から,シ ドニー支店は長期在籍者が中心である

のか,あ るいは短期在籍者が主流であったのかという問題意識 に立脚 している。以下,こ の
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二つの側面から豪州在籍者の存在形態を検討する。

表6は 豪州赴任者の在豪期間の推移を明らかにすべく,各 員の赴任年を基準に,豪 州に新

規赴任 した者がその後何年間在籍 したかという見地で作成 した。新規の赴任者が存在 しない

年は省略 したので必ず しも年は連続 していない。また在籍者は 「永住」,「長期」,「1～4年 」

の短期在籍者(「 数え年」でカウントしているので実質3年 以下である),「5～9年 」の中

期在籍者に区分 した。本表によれば,例 えば支店が開設された明治23年 は,「永住」者の北

村寅之助と現地採用のOE,シ ドニー支店に明治26年 まで4年 間在籍 した短期在豪者MMの

合計3名 が在籍 し,あ るいは大正4年 にシ ドニー支店に赴任 した者は5名 で,そ の内訳は昭

和初年まで在豪16年 の 「長期」在籍者が1名,大 正7年 までの在豪4年 の 「1～4年 」の短

期在籍者が2名,在 豪 「5～9年 」の中期在籍者は大正10年 までの在豪7年1名 及び大正11

年までの在豪8年1名 の合計2名 であった。

全期間を通 して永住者は合計6名 で,豪 州の永住権を有 していた北村寅之助[1889年 入店,

在店42年]・ 店員OE[1890年 入店,在 店9年]・ 大西金次郎[1891年 入店,在 店32年]・ 店

員OT[1891年 入店,在 店12年]以 外に,シ ドニーで現地採用されて停年(あ るいは死亡)

まで在勤 した守田治平[1902入 店,在 店27年]と 広戸茂吉[1908年 入店,在 店32年]も 永住

者 に準ずる存在 として,こ のカテゴリーに加算 した。 このうち広戸茂吉は東京高商の卒業で,

その他の人員はさしたる学歴は保持 していない。

永住者の具体的なプロフィールを守田治平の事例から観察 しよう。同人 は東京出身で,横

浜某商に勤務にした後に北村寅之助宛の一片の紹介状を携えて渡豪 し,1902(明 治35)年 に

21歳 でシ ドニー支店で採用 され,同38年 に店員に昇格 した。 シ ドニー支店では北村の片腕 と

して信任が厚 く,主 に会計を担当 して大正4年 にシ ドニー支店会計兼庶務主任 とな り,同9

年にはシ ドニー支店会計部長,同14年 には現地法人に改組 した豪州兼松の取締役に就任 し,

在職中の昭和3年 にシ ドニーで病死 した。大正4年7月 に結婚のためB本 に帰国 したものの

翌年3月 には新妻を伴 って早々と帰豪 し,日 本での勤務履歴を持たないまま生涯をシ ドニー

勤務で終わっている。 このほかの永住者にはOTと 大西金次郎,そ してOEが いる。OTは

兼松がシ ドニー支店開設に際して独自に小売店を営んでいた同人 に雑貨販売を委託 し,正 式

に兼松 に迎え入れて店員となった人物である。その小売店で働いていた大西 も一緒に兼松に

入店 し,後 に豪州兼松の取締役 とな り,そ の死去までシ ドニーの生活を続けた。OEの 履歴

は不明である。彼 ら永住者の生活基盤は豪州にあり,豪 州における兼松の営業活動の中核で

ある反面,日 本の勤務経験がほとんどない点が共通する。

「長期」は豪州在勤が10年 以上の長期在籍者であ り,彼 らの勤務実態はほとんど永住者 と

変わらない。1917(大 正6)年 に25歳 でシ ドニーに転勤 した準店員MSは 史料下限の昭和14

年以降 も豪州に在勤 してお り,在 豪年数は22年 間を越える。具体的に長期在籍者の一例とし
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て,昭 和14年 の時点で豪州兼松のメルボル ン支店に在籍 していた店員ORの 履歴を見ると,

1920(大 正9)年:入 店,高 知商業学校卒業/19歳

1921(〃10)年:準 店員に昇格/20歳

1923(〃12)年:神 戸本店輸入部電信係に配属/22歳

1925(〃14)年:店 員に昇格/24歳

1927(昭 和2)年:豪 州転勤,シ ドニー本店輸出部羊毛書類係に配属/26歳

1933(〃8)年:結 婚適齢期 につき帰国,神 戸本店輸入部調査係に配属/32歳

1934(〃9)年:新 妻を伴って豪州帰任,メ ルボル ン支店 に配属/33歳

1939(〃14)年:メ ルボルン支店に在籍中/38歳

ここで見るように店員ORは 大正9年 の入店以来,在 店20年 のうち短期帰国を挟んで約13年

間を豪州で勤務 し,昭 和14年 の時点では妻と子供2人 と共にメルボル ン支店に在勤 した。同

人に対する評価はきわめて高 く,性 格は温順で芯は強 く,勤 務態度 も誠実であ り,ま た羊毛

書類係でありなが らも若手の羊毛バイヤー専門者に比肩するだけの羊毛鑑定力を有 し,羊 毛

業界の商慣習にも通暁 して店内随一の 「羊毛後方勤務者」で,在 豪の 日本羊毛業者7社 のな

かでも同人ほど有能な者は他 にいないと言われた。

昭和13年 には日豪両重役間で,有 能な同人をいつまでもメルボルン支店羊毛書類係にして

おくのは兼松にとって不経済であり,ま た本人にも気の毒であるとして適所への転属が協議

された。 しか しメルボルン支店は業務に直ちに支障が出るとして店員ORの 早期転属に強硬

に反対 し,ま た店員ORの 後任 となるべき候補者 も現在は他の部署から離任できない状態で

あった。そのため豪州兼松は転属後の人員補充が困難であ り,ま た同人の深い羊毛知識を活

かせる新 しい配属先は日本国内の本支店,ニ ュージーランド,あ るいは南アフリカと目され

るものの,す でにそれらには適当な者が在勤 しており,早 急に同人の後継者養成を実施 した

いと述べつつ も,ひ とまず同人の転属を見送 っている。国内外の適切な人員配置は企業経営

にとって容易ではなかったことを示 している。

店員ORの ケースでは豪州在任中の日本帰国は結婚を目的に した1度 だけであったが,通

常は長期在籍者はもっと頻繁 に日本への短期帰国が認められた。1923(大 正12)年 に長崎高

商新卒24歳 で入店 した店員KKは 大正14年 に豪州に赴任 し,1936(昭 和11)年 に豪州を離任

するまで在豪期間12年 間のうち,日 本国内の紡績会社における実習や結婚,あ るいは日本の

得意先訪問を理由に,数 ヶ月か ら長 くて1年 程度の短期帰国を3回 行 っている。

さて表6で は永住者は明治期で断絶 し,か わって大正年間以降は日本で兼松に入店 したの

ち豪州に赴任 して10年 以上在勤 した長期在籍者が昭和初年まで10名 出現 している。彼 らも昭
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表7各 年基準の在籍年数内訳
単位:人

年 合計 永住
.

長期 1～4年 5～9年

1890(明 治23)年 3 2 1

1895(〃28) 4 4

1900(〃33) 4 3 1

1905(〃38) 3 3

1910(〃43) 7 4 1 2

1915(大 正4) 12 4 1 3 4

1920(〃9) 13 4 4 4 1

1925(〃14) 19 3 8 1 7

1930(昭 和5) 28 2 8 7 11

1935(〃10) 33 1 7 8 17(9)

和初年で途絶えるが,そ れは史料の下限が昭和14年 で,な おかつ 「長期」の認定が10年 以上

で計測が困難になるためであ り,昭 和6年 以降の中期在籍者の一部には将来の長期在籍者を

内包すると推測 される。昭和14年 の時点で豪州に在勤 し続けている者の人数はカッコで表示

してお り,昭 和6年 に赴任 した中期在籍者4名 のうち1名,昭 和7年 は5名 のうち2名 が昭

和14年 以降 も豪州 に在勤 した。カッコ内の全員が長期に転化 したとは考えがたいものの,そ

の幾分かは昭和14年 という区切 りがなければ長期在籍者 に移行 したことは間違いない。

続いて表7は,各 年の時点でシ ドニー支店に存在する者が過去 と将来を含めて何年間の在

籍者であったのかという観点か ら作成 した。本表の 「合計」欄はその年のシ ドニー支店(豪

州兼松)の 在籍者数である。本表では複数期間にわたって同一人物が重複 して計測され,例

えば 「永住」の北村寅之助は支店開設の明治23年 から昭和5年 の逝去 までの各年に含 まれ,

同じく 「長期」の店員MSは 神戸本店からシ ドニーに転勤 した大正6年 か ら昭和10年 まで各

年でカウントされている。また表6と 同 じく昭和10年 の中期在籍者のうち,昭 和14年 以降 も

在籍 した人数をカ ッコ内に表示 した。本表か ら得 られる情報を1910(明 治43)年 を例 に説明

すると,同 年のシ ドニー支店には7名 が在籍 し,永 住者は北村 ・大西金次郎 ・守田治平 ・広

戸茂吉の4名,10年 以上の長期在籍者はお らず,在 豪1～4年 の短期在籍者1名[1907年 赴

任,1910年 まで在籍=在 籍4年 の4年 目が1名 コ,在 豪5～9年 の中期在籍者2名[1907年

に赴任 して1911年 まで在籍=在 籍5年 の4年 目が1名,1910年 に赴任 して1915年 まで在籍=

在籍6年 の初年が1名]と いう構成であった。

さて上記の表6及 び表7か ら,シ ドニー支店の人員構成の時期的変化を把握 したい。 まず

表6か らは,明 治期は延べで永住者6名 ・短期在籍者6名 ・中期在籍者3名 が赴任 したこと

が判明する。表7で は明治28年 の シドニー支店在籍者4名 は全員が永住者であ り,同43年 も

永住者4名 ・短期在籍者1名 ・中期在籍者2名 であった。明治期は永住者が支店運営の主柱

であり,短 中期の渡豪者は断続的な登場にすぎず,少 人数でかつ滞在期間が短いので纏まっ
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た集団は形成せず,ま た永住者がいる反面で長期在籍者は明治期には出現 しなかった。

その後,永 住者の出現 は明治末年で途絶え,ま た大正初年に登場 した長期在籍者 も表面的

には昭和2年 で断絶 した(前 述のように以後 も中期在籍者に含まれている可能性が大きいが,

それを勘案 しても昭和3～5年 は完全に断絶 している)。その反面で,在 豪5～9年 の中期

在籍者は大正後期から増加 し,ま た短期在籍者 も昭和4年 から急増 した。 こうした変化によ

り,大 正4年 のシドニー支店は表7で 見るように永住者4名 ・長期1名 ・短期3名 ・中期4

名 と分散化が進んでおり,大 正期には永住長期 と短中期が拮抗する状態が続いたのち,最 後

に厳密に在籍年数が確定できる昭和5年 では永住2名 ・長期8名 。短期7名 ・中期11名 と短
9)

中期が永住長期を大 きく上回 り,そ のなかで中期在籍者が最大集団に成長 している。

人員構成の変化は数値 だけではなく,書 簡類か らも裏付けることができる。

豪州での活動に必要なスキルを習得するには,当 然なが らある程度は長期の在籍が望まし

かった。1920(大 正9)年 にシ ドニー支店輸入部長の大西金次郎が執筆 した神戸本店宛の書

簡 によれば,取 引拡大にはメルボルンやブリスベ ン,さ らにはニュー ジーラン ドへの出張が

必要であり,支 店輸入部員の補充に 「ドウシテモ早クニ三名ノ若手 ヲ当方二出張セ シメテ濠

洲 ノ習慣二馴 レセシメ置ク」たあに早急に日本か ら数名の若手店員を豪州に転勤させるよう

に求め,同 時に近年は 「出張員ノ費用頗ル重大ニシテ中々楽観ナク不申候事故、出張スル人
10)

モ以前 ヨリ割合永 ク当方二留マル覚悟アル人」を要望する。 ここで大西は 「割合永 ク当方二

留 マル」 と述べており,前 出の大正4年 の北村書簡に現れる 「五年か十年当地二永住」 とい

う文言 と併せて,当 時シ ドニー支店の首脳であ り,か つ永住者であった北村や大西は明 らか

に長期赴任を望んでいたと考えられる。

また大西は 「出張員ノ費用頗ル重大」 と多額の費用を長期化要因に挙げてお り,参 考 まで

に 『経費勘定帳』から渡豪費用を観察すると,一 般店員の場合では,店 員SRの1907(明 治

40)年 の シドニー転勤では転勤手当200円 及 び船賃259円 など合計約460円 を要 した。店員

SRは 当時35歳 の中堅店員で,日 本における月俸は35円 であった。1917(大 正6)年 の店員

YI[月 俸85円,36歳]で は支度料315円,船 賃276円,船 中手当85円 の合計約680円 であり,

1930(昭 和5)年 の店員KK[月 俸95円,32歳]は 支度料247円,船 中手当95円,船 賃273円,

旅券査証料14円 で合計約630円 を支出 した。豪州への人員派遣 は兼松の経営にとって決 して

軽 くない負担であったと考えられる。

ただ し長期在籍を望みつつも,実 際の在豪期間は短縮化に向かう傾向にあった。1912(大

正元)年 の史料では早 くも在豪人員の交代頻度 という問題が提起されてお り,シ ドニー支店

副支配人で自らも中期在籍者であった入江金三郎[明 治43年 ～大正4年 にシ ドニー在勤]は

「商店之前途を鑑みる二,創 立当時之如 く北村大西両君之如 く,半 永久的店員を将来二得 る

ハ至難之義二存候,左 すれば今後之配置ハ,矢 張三四年毎ニー新,店 員を交代する之無止二
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11)

至るハ明瞭の義と存候」 と述べる。即ち,将 来的には北村や大西のような永住在勤者の獲得

は困難になると予想され,そ のため日本か ら派遣する中短期の交代員でシ ドニー支店を運営

すべきであるという。 この大正元年の史料では 「三四年毎ニー新」 と3～4年 の短期交代を

想定 し,そ れは長期在籍を望む北村や大西の意見 とは齪鱈がある。実際の派遣状況を表6で

確認すると,大 正3年 からは短期 ・中期 ・長期の在籍者がそれぞれ増加 したのち,大 正12年

から昭和3年 まで短期は姿を消 した一方で,そ の間も中期と長期は創出されたことが判明す

る。適切な在豪期間をめぐって試行模索が続き,や がて在豪5～9年 が適切な年限と認識さ

れ,そ のため大正 ・昭和期には中期在籍者が主流になったと推測 される。

こうした適切な年限を念頭 にした人員交代の方針は,大 正期や昭和期の多 くの史料で確認

される。1915(大 正4)年 にシ ドニー支店の店員IK[東 京支店長からシ ドニーに転勤,豪

州転勤時37歳]を 日本に帰国させた理由は在豪期間が5年 に達 したか らであり,ま た1928

(昭和3)年 に豪州に赴任 した店員TT[給 仕出身,豪 州転勤時27歳]は 昭和9年 に33歳 に
12)な り

,「連続在勤長期二亘 リ居 リ、又婚期関係モア リテ遂二内地帰還 ヲ命スル」 と在豪期間

が7年 に及び,ま た婚期を迎えているという理由で東京支店に転属 された。個人的事情を斜

酌 し,海 外勤務がある程度の年数に達 した者は適当な年数で帰国 させるケースは珍 しくない。

前述のように長期在籍者にも同様の配慮がなされており,結 婚適齢期 には必ず帰国させるほ

か,取 引閑散期には得意先訪問や家事整理を理由に,場 合によっては家族同伴で短期帰国が

認められ,特 に豪社羊毛部員は市場調査等の名目で帰国が許されて 「羊毛部恒例の一時帰国」

と呼ばれた。

同時に昭和期には短期在籍者の急増 に注目したい。短期在籍者はそれまで断続的であり,

特 に大正12年 ～昭和3年 は完全に断絶 したが,昭 和4年 か ら復活 し,昭 和期の短期在籍者は

合計20名 を数える。病気でやむなく帰国 して短期渡豪に終ったケースを除けば,短 期在籍者

の大部分は羊毛研究や豪州視察,あ るいは豪州兼松の重役との緊急協議が目的であった。例

えば神戸本店輸入部で羊毛取引を担当 していた店員FT[当 時33歳]は1930(昭 和5)年6

月 に羊毛買入の実地研修に豪州転勤を命 じられ,在 豪3年 後,昭 和7年 に神戸本店輸入部に

復任 した。同人の渡豪は豪州現地における羊毛知識や技能の習得が主 目的であり,当 初から

羊毛研究が修了次第,速 やかな帰国が予定されていた。また44歳 の神戸本店庶務部長兼会計

部長代理 も昭和10年 に短期予定で渡豪 し,そ の理由は重役候補者にもかかわらず海外に勤務

した経験がな く,海 外に関する知識を獲得させるためであった。中期在籍者 に属する別のケ

ースで も,東 京支店長代理の43歳 の店員は1932(昭 和7)年 に 「東京支店詰一点張 リナルヲ
13)以

テ其間ロヲ拡ムル為メ、機ヲ見テ濠社勤務タラシムベク」 という上層部の判断で豪州に5

年間派遣され,昭 和11年 に帰国 した後は大阪出張所長に任命 された。現地情報収得や実地研

修が目的の短期(一 部の中期 も含めて)渡 豪者が本来的に活動する場所は日本国内であ り,
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14)
彼 らが豪州兼松の中核になることは初めか ら期待 されていない。それは明治 ・大正期の短期

渡豪者 も同様であった。

海外在勤期間と年齢は密接に関係 した。大正3年 ～昭和5年 の渡豪者43名 を観察す ると,

20歳 代の渡豪者19名 では在豪5年 未満は存在せず,在 豪5～9年 が12名,10年 を越える者が

7名 である。逆に30歳代以上の24名 では1～4年 が16名,5～9年 が5名,10年 以上は豪州

兼松の重役 となるべ く赴任 した富森謙吉取締役を含めて3名 に留ま り,過 半が短期渡豪者で

あった。昭和6年 以降の短期在籍者13名 で も20歳代は4名 にす ぎず,30歳 代8名,40歳 代1

名であ り,若 年 ほど在豪期間が長 く,年 齢が高 くなるにつれて在豪期間は短縮されるという

傾向が看取できる。

4結 語

兼松は 「濠洲貿易 兼松房次郎商店」という商号で開業 した。その名称通 りに日豪貿易は

兼松の生命線であり,大 正中期からは南米や南アフリカ,さ らに昭和期には中国まで広範に

営業網を展開 したとはいえ,豪 州は最重要の海外拠点であり続 けた。豪州派遣員の選考 に際

しては学歴が最重要視されたわけではな く,学 卒者は本支店でバランス良 く配置され,む し

ろ豪州派遣に際 しては健康状態が留意 されている。

海外業務の拡大と複雑化は,現 地で充分に訓練 されてスキルを身に付けた者を不可欠 にし

て,,併 せて多額の渡豪費用が長期駐在を望ましいものにしたが,昭 和期には日本からの短期

渡豪者 と共に長期在豪者の頻繁な帰国が急増す る現象が見 られた。 これは多数の人員を派遣

してもその費用 に耐えうるほど兼松の企業体力が増進 し,ま た渡豪経費以上 に日豪両店間の

情報共有が重要視されるようになったことの表現であ った。

大局的にシ ドニー支店(豪 州兼松)の 人員構成を概観す ると,明 治期には豪州永住者が支

店運営の中核であったが,大 正期以降は日本から派遣された中長期の渡豪者が徐々に増加 し

た。昭和期にはさらに短期在籍者が急増 した結果,支 店構成員 は在豪 目的を異にす る短期 ・

中期 ・長期 ・永住者で多様化 しつつ,そ のなかで中期在籍者が中心になる,と いう変化が観

察できた。総体 としては日豪間の人員の流動性は高まり,人 員交代の円滑なサイクルが実現

し,人 員の新陳代謝や情報の共有が進展 したと言える。このとき永住者 と長期在籍者は一見

同様の存在に感 じられるものの,両 者 には在籍年数という差異ばか りでな く,そ れ以上 に大

きな異質性があったことに注意 したい。即ち豪州 に生活基盤を持つ永住者は神戸本店 との関

わ りは薄 く,い わば豪州に固定化 された人員であった。それに対 して日本か ら派遣 された長

期在籍者は,在 豪年数が長 くとも神戸本店の管理下で活動する存在であり,両 者はガバナン

スやマネジメン トという点では全 く異なる存在 と考えなければな らない。その意味では,永

住者から中長期在籍者へという人員構成の変化は,兼 松 という一つの統合された組織に海外
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の構成員が包摂される過程 にほかならないと評価できる。

本稿はシ ドニー支店を対象に,そ の構成員の動向を分析 した。貿易商社である兼松の海外

勤務制度を解明するためには,さ らに多岐にわたる問題を検討する必要がある。豪州に限 ら

ず海外勤務の意義や人員派遣の全般的推移はもちろん,豪 州勤務員の給与や家族同伴の問題,

さらに豪社内では日本人よりも人員数が多か った豪人従業員の勤務実態が緊要な課題に残 っ

ている。それらは後 日の別稿で順次考察 したい。

注

1)神 戸大 学経 済 経営 研 究所 編 『日豪 間通信 シ ドニ ー来状 』 第IV巻,p107,取2号 信 ,大 正9

年5月25日

2)神 戸 大 学経 済 経営 研 究所編 『日豪 間 通信 シ ドニ ー来状 』 第IV巻,p279,取13号 信,大 正9

年11月12日

3)表2～4は 断続 的 に残 る各年 の名 簿 か ら作 表 した。 名簿 は1月1日 な ど特定 の時 点 にお ける本

支 店 の在籍者 を記載 す るの に対 し,表5～7で は名簿 を参照 に しつ つ在籍 者全 員の異 動記 録 を追

跡 し,各 年 内 に シ ドニ ー支 店(豪 州 兼松)に 在籍 した者 の総 数 を独 自に集 計算 出 した。 その ため

例 え ば大正14年 の場合,同 年 の名簿 は同年1月1日 の時点 で作成 されて お り,そ れ を整理 した表

2～4で は在 豪員 は17名(店 員16名)で あ った。 当然 なが らこの数値 に は名簿作 成後 の赴 任者 は

含 まれ て いな いが,個 別 に異動 記録 を追 跡 した と ころ,名 簿 作成 後 に同年 中 に新 規2名 が赴任 し

てい るので表5・7で は19名 と表記 した。 この よ うに本 稿 で は表 に よ って人 員数 に若 干 の差異 が

あ るこ とを 断 って おき たい。

4)前 稿 「創業 期兼 松 の人員 構成 」参 照

5)三 井 物産 の初期 の海 外支 店 を分析 した木 山実氏 の論考 によれ ば,同 社の 海外支 店 の支配 人 は当

初 は明治 政府 とつ な が りを持 って い た洋行 経 験者 で構成 され,や が て学 卒者 に交代 した とい う

(木 山2000参 照)。 しか し兼松 で は北 村 ・大西 ・守 田 ・広 戸 は洋行 経験 者 とは言 え る もの の,明

治 政府 との つ なが りは全 くな い冒 険的 な個人 渡航者 にす ぎず,そ う した点 で も財 閥 系 巨大 企業 で

あ る三 井物産 と小 規模 貿 易業者 の兼 松 との差 異が顕 れて いる。 また兼 松が 学卒者 に偏 重 しな い人

事 方針 で あ った ことは前稿 「戦 前期 兼松 の人 事採用 」 を参照 。

6)神 戸 大学 経済 経営 研究 所編 『日豪 間通 信 シ ドニー来 状』 第1巻,p231,第750号 信,大 正3

年4月29日

7)神 戸 大学経 済経 営研 究 所編 『日豪 間通信 シ ドニー来 状』 第1巻,p203,第745号 信,大 正3

年2月25日

8)神 戸 大 学経 済経 営 研究 所編 『日豪 間 通信 シ ドニ ー来状 』第ll巻,p37,第777号 信,大 正4

年4月17日

9)昭 和10年 の 中期 在籍 者17名 の うち昭和14年 以降 に も豪 州 に在籍 す る者 は9名 で あ り,そ の何 割

が最終 的 に長 期 に移行 したの か は明確 に は提 示で きない。 しか し昭和6年 以前 の状 況が長 期総 数

10名 ・中期総 数20名 で あ った ことか ら敢 え て推測 す るな らば,昭 和10年 の構成 は永住1名 ・長 期

10名 ・短期8名 ・中期14名 とな り,や は り中期在 籍者 が最大 集 団で あ る。
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10)神 戸大学経済経営研究所編 『日豪間通信 シドニー来状』第IV巻,p88,第962号 信(輸 入部

状),大 正9年5月11日

11)神 戸大学経済経営研究所編 『日豪間通信 シドニー来状』第1巻,p63,第701号 信,大 正元

年6月26日

12)『続兼松商店史料』第5編

13)『続兼松商店史料』第4編

14)一 般店員や若年者にとって在豪勤務がステップアップの手段になっていたか否かは現在のとこ

ろ不明であり,今 後の慎重な検討が必要である。おそらくは基礎知識の習得が主目的である以上,

短絡的には早急な昇進にはつながらなかったように思われる。ただし重役に昇進 した者はほぼ全

員が海外勤務の経験者であったことには注意したい。

15)海 外勤務員の問題は,日 本の本社と海外支店という企業ガバナンスの観点からも検討されなけ

ればならない。昭和5年 の北村寅之助の逝去で店祖房治郎に続いて最高経営者を喪った兼松では,

日本兼松と豪州兼松の間で経営方針をめぐって対立が激化 し,日 豪両社の分裂が目捷に迫うとい

う事態に陥った。結局,豪 州兼松が日本兼松に屈服する形で事態は収拾されたが,こ のとき人材

供給源という神戸本店が持つ強味は両社の分裂回避に影響したと想定される。明治期の永住者以

外には,豪 州における日本人の現地採用は行われていない。
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